
◦８月17日㈪に申請書を発送　臨時福祉給付金の申請書は、

平成27年度市・都民税（均等割）が非課税の方を対象※に、その

お知らせとともにお届けします〔世帯主宛て〕。

◦申請方法　郵便または、下図の特設窓口で申請してください。

●給付金申請書に記入
●必要書類準備

切手不要の返信用封筒（青色）に入れて
ポストに投函または特設窓口へ

給付決定後、対象者１人につき6,000円を給付

審査結果と振込予定日を記載した
「給付決定通知書」を送付
（非該当の場合は、「不給付決定通知書」を送付）

希望された金融機関の
口座に振り込み

〔給付開始10月下旬〕

❶
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給付金申請書

申請から支給までの流れ
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❷

８月17日㈪発送

臨時福祉給付金の
申請受付を開始

8月19日水～平成28年1月29日金

平成27年度

カ
ク
ニ
ン
ジ
ャ

投函

給付決定通知書

※市・都民税において（均等割）課税者の扶養親族となる場合、生活保護制
度の受給者となる場合などは除く

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意を申請方法に関するお問い合わせ 市臨時福祉給付金コールセンター !

立川市

❷

臨時福祉給付金の特設窓口

場所  市役所１階多目的プラザ
期間  ８月19日㈬～平成28年１月29日㈮
時間  午前９時30分～午後５時
 〔土曜・日曜日、祝日、年末年始
   を除く〕

☎（595）6022 〔８月17日㈪～平成28年１月29日㈮〕
受付時間   午前9時30分～午後5時〔土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く〕

▷警察相談専用電話（＃9110）
▷市生活安全課生活安全係☎（528）4376

市や厚生労働省などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、下記にご連絡ください。

特設窓口で申請

2平成27年（2015年）8月10日

　

変
更
の
希
望
調
査
票
を
ご
自
宅
に
郵

送
し
ま
す
。
指
定
校
変
更
で
の
入
学

を
希
望
す
る
方
は
、
8
月
28
日（
金
）

〔
消
印
有
効
〕ま
で
に
郵
送
か
直
接
、

学
務
課
学
務
保
健
係（
市
役
所
2
階

61
番
窓
口
）へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
中
学
校
入
学
予
定
の
方
　
在
籍
の

市
立
小
学
校
を
通
じ
て（
市
立
小
学

校
以
外
の
方
に
は
郵
送
で
）、
9
月

上
旬
に
く
わ
し
い
お
知
ら
せ
を
配
布

し
ま
す
。

●
指
定
校
変
更
の
要
件
　
指
定
校
変

更
が
で
き
る
の
は
次
の
場
合
で
す
▼

指
定
校
よ
り
隣
接
す
る
区
域
の
学
校

（
隣
接
校
）の
ほ
う
が
自
宅
か
ら
の
通

学
距
離
が
短
い
▼
す
で
に
兄
姉
が
在

学
し
て
い
て
平
成
28
年
度
も
在
学
す

る
学
校
へ
変
更
す
る
▼
指
定
校
変
更

に
よ
り
在
学
し
て
い
る
小
学
校
か
ら
、

そ
の
小
学
校
を
通
学
区
域
と
す
る
中

学
校
へ
入
学
す
る
。

●
指
定
校
変
更
が
で
き
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
　
小
・
中
学
校
と
も
、
入

学
を
希
望
し
た
学
校
の
収
容
人
数
を

超
え
る
児
童
・
生
徒
数
に
な
る
見
込

み
が
あ
る
場
合
、
隣
接
校
の
要
件
で

の
指
定
校
変
更
が
で
き
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
柏
小
、
西
砂
小
、

五
中
に
つ
い
て
は
、
通
学
区
域
外
の

児
童
・
生
徒
を
受
け
入
れ
る
余
裕
が

な
い
た
め
、
隣
接
校
の
要
件
で
の
指

定
校
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
市
立
小
・
中
学
校
へ
の
入
学
を
希

望
す
る
外
国
人
の
方
へ
　
市
立
小
・

中
学
校
に
入
学
を
希
望
す
る
場
合
は

手
続
き
が
必
要
で
す
。
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
な
お
、
現
在
市
立
小
学
校
6

年
生
の
方
が
市
立
中
学
校（
指
定
校
）

に
入
学
す
る
際
は
、
手
続
き
は
不
要

で
す
。

問
学
務
課
学
務
保
健
係
・
内
線
2
5

1
6

の
い
ず
れ
か
の
書
類（
コ
ピ
ー
可
）が

必
要
で
す
▽
雇
用
保
険
被
保
険
者
離

職
票
▽
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
▽

雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
確
認

通
知
書
等

　
な
お
、
承
認
さ
れ
た
期
間
は
老
齢

基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必
要

な
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金

額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
将
来
受

け
取
る
年
金
額
を
増
や
す
た
め
に
は
、

10
年
以
内
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
る

追
納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
立
川
年
金
事
務
所
☎（
5
2
3
）0

3
5
2
、
市
保
険
年
金
課
国
民
年
金

係
・
内
線
1
3
9
4

市
議
会
臨
時
会
が
閉
会

　
平
成
27
年
第
2
回
市
議
会
臨
時
会

が
7
月
13
日
に
開
か
れ
、
市
が
提
出

し
た
議
案
2
件〔
立
川
市
立
第
六
小

学
校
大
規
模
改
修
工
事（
電
気
）請
負

契
約
他
1
件
〕が
原
案
通
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　
次
回
の
市
議
会
定
例
会
は
9
月
15

日（
火
）か
ら
開
会
す
る
予
定
で
す
。

問
議
会
事
務
局
・
内
線
3
3
2
7

平
成
28
年
度
小・中
学
校
入
学

指
定
校
の
変
更
を
希
望
す
る

方
は
手
続
き
を

　
市
教
育
委
員
会
は
、
市
立
小
・
中

学
校
に
入
学
す
る
児
童
・
生
徒
に
つ

い
て
、
指
定
校
変
更
制
度
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
平
成
28
年
度
に
市
立

小
・
中
学
校
に
入
学
す
る
児
童
・
生

徒
の
保
護
者
で
、
お
住
ま
い
の
地
域

ご
と
に
指
定
さ
れ
る
学
校（
指
定
校
）

で
は
な
く
、
隣
接
す
る
区
域
の
学
校

や
兄
姉
が
在
学
し
て
い
る
学
校
な
ど

に
入
学
を
希
望
す
る
方
は
、
次
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
小
学
校
入
学
予
定
の
方
　
指
定
校

国
民
年
金
保
険
料
の
割
引
制
度

　
国
民
年
金
保
険
料
に
は
、
お
得
な

割
引
制
度
が
あ
り
ま
す
。

●
口
座
振
替
の
後
期
前
納
　
後
期
前

納（
10
月
〜
翌
年
3
月
分
）す
る
と
、

合
計
1
0
6
0
円
割
引
さ
れ
ま
す
。

希
望
す
る
方
は
8
月
末
ま
で
に
金
融

機
関
ま
た
は
年
金
事
務
所
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

●
納
付
書
払
い
の
後
期
前
納
　
納
付

書
で
10
月
末
ま
で
に
後
期
前
納
す
る

と
、
合
計
7
6
0
円
が
割
引
さ
れ
ま

す
。

●
早
割（
口
座
振
替
）　
毎
月
、
保
険

料
を
当
月
末
引
き
落
と
し
に
す
る
と
、

月
額
50
円
が
割
引
さ
れ
ま
す
。
金
融

機
関
ま
た
は
年
金
事
務
所
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

問
立
川
年
金
事
務
所
☎（
5
2
3
）0

3
5
2
、
市
保
険
年
金
課
国
民
年
金

係
・
内
線
1
3
9
4

国
民
年
金
保
険
料
～
学
生
納
付

特
例・若
年
者
納
付
猶
予
制
度

▼
学
生
納
付
特
例
制
度
＝
大
学
・
専

修
学
校
な
ど
の
学
生
で
、
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
に
は
、

本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
額
以

下
の
場
合
に
納
付
義
務
が
猶
予
さ
れ

る
制
度
で
す
。
手
続
き
に
は
学
生
証
、

年
金
手
帳
、
印
鑑
が
必
要
で
す
。

▼
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
＝
学
生
以

外
の
30
歳
未
満
の
方
は
、
本
人
と
配

偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下

で
あ
れ
ば
、
申
請
に
よ
り
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

●
申
請
方
法
　「
学
生
納
付
特
例
制

度
」、「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」は
、

申
請
月
の
2
年
1
か
月
前
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。
ま
た
失

業
な
ど
を
理
由
と
す
る
と
き
は
、
次
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